
 

第１３期（平成２９年度）事業計画書（案） 

（平成２9年４月１日から平成 30年３月３１日まで） 

 

                      主たる事務所の所在地 都城市吉尾町 473番地の１ 

                      名   称      一般社団法人霧島工業クラブ 

                      代表者氏名      代表理事 下森 康玄 

１ 事業方針 

米欧など海外経済の回復、前年に比べればなお円安水準の為替相場、五輪をにらんだ建設需要

などから、多くの企業は足元の景気は底堅いとみており、業況判断指数は、大企業・製造業で２

四半期連続で改善、非製造業や中小企業でも好転して業況は悪くありませんが、これからの先行

きを示す業況判断指数は、製造業、非製造業とも軒並み悪化を見込んでいます。 

これは、トランプ大統領が本年 1月 20日に米国の大統領就任以来、「米国第一主義」により

保護主義的な政策に傾き、それに伴う為替相場の変動など通商政策の不透明感が増しており、ま

た、欧州では英国の EU離脱により、ヒトの自由な移動が制限され、単一市場へのアクセスが認

められなくなるなど自由貿易体制が危うくなってきていることや地政学的リスクを含む政治情

勢等の海外要因が最大の不安材料となっています。 

 企業の不安材料のもう一つは深刻な人手不足であり、雇用人員判断指数は、全規模・全産業で

バブル崩壊直後の 1992 年以来 25 年ぶりの人員不足の水準となっています。特に中小企業で

は、人手不足が経営上の難題となっており、当地も例外ではありません。 

人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し日本政府は一体となって取り組

んでいますが、地方創生の政策の中で、とりわけ「ひと」の地元への定着を目指して、行政も力

を入れています。 

当クラブも産学官金交流会、企業合同説明会等の開催や都城高専のOB・OG就職支援説明会

への講師派遣、インターンシップの受入促進等、これまで以上に行政、企業及び都城高専との産

学官連携を強化してまいります。 

新年度新たに４社が入会し、さらに会員同士情報交換を密にして、経営力向上につなげ、地域

経済の振興を目指していきたいと考えます。今年度も会員の皆様のご協力をよろしくお願い致し

ます。 

 

（１）．例会の充実 

     講演＋懇親会のスタイルで行う 

     県内外企業訪問・企業訪問および懇談会開催 

 

（２）地域連携テクノセンターの活用による地域活性化の推進 

     都城高専と地域企業との共同研究の推進を図る 

同センター農商工連携推進室を活かした六次産業化推進に取り組み、地域活性化を図る。 

 

（３）産学官の緊密なネットワークづくり 

     都城高専・南九州大学・宮崎大学をはじめ九州沖縄農業研究センター、宮崎県工業技術セン

ター、宮崎県食品開発センター、宮崎県木材利用技術センター、宮崎県総合農業試験場な

どの教育機関・公設試験場や宮崎県及び都城市、宮崎県産業振興機構、都城商工会議所な

どの産学官ネットワークをさらに緊密なものにしていく。 

都城圏域産学官金交流会の開催 

都城高専のロボコン支援 

 

 



 

（４）組織の充実 

「ものづくり」をキーワードとした新規会員の加入を促進し会員企業 25社を目標とする。 

２ 事業内容 

 （１）産学官連携による各種プロジェクトの推進に関する事業（定款第４条１） 

①．農商工連携支援 

会員企業で取り組んでいる農商工連携プロジェクトを積極的に支援する。 

   ②．農商工連携プロジェクトの推進 

      都城高専地域連携テクノセンター内の農商工連携推進室を活用し、農商工連携プロジェク

ト等の推進に努める。 

   ③．都城高専と地域企業等の共同研究の推進 

      都城高専と地域企業等の連携の橋渡し役として、共同研究を推進する。 

 

 （2）工業振興施策の推進及び提言・要望に関する事業（定款第４条２） 

①．都城圏域産学官交流会の開催 

   都城圏域企業、大学、高等学校、高専、専門学校、職業訓練校、宮崎県、都城市の関係者

等に呼び掛け意見交換および交流を行う。 

実施期日：平成 29年 6月、場所：中山荘予定 

 

 （3）各種講演会及び研修会に関する事業（定款第４条３） 

   ①．特別講演 

各界から講師を呼び例会等の機会に特別講演を行う。 

  例会時に実施 

   ②．階層別社員研修 

階層別の社員研修を行う。 

 

 （４）会員企業見学会及び先進企業視察に関する事業（定款第４条４） 

   ①．会員企業見学会 

    実施期日平成 29年 7月、見学先未定 

   ②．先進企業視察（国外企業） 

      実施期日平成 29年 10～11月、視察企業未定 

 

 （５）関係機関・団体との連携協調に関する事業（定款第４条５） 

   ①．視察・意見交換会・交流会などの受け入れ 

      今年度も多くの機関団体と連携をしていく。 

   ②．都城高専、南九州大学学生のインターンシップ実施 

協力企業を募集し実施（平成 29年 7～8月） 

 

 （６）その他、この法人の目的を達成するために必要な事業（定款第４条６） 

   未定 

  


